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  当事業所はご利用者様に対してユニット型短期入所生活介護及びユニット型介護予防短期入

所生活介護サービスを提供します。施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いた

だきたいことを説明します。 

 

 

 

１ 施設経営法人 

法 人 の 名 称 社会福祉法人 北海道ハピニス 

法人の 所在地 札幌市南区石山９３３番地３ 

代 表 者 氏 名 理事長   石川 由男 

電 話 番 号 ０１１－５９１－５２１１ 

設 立 年 月 日 昭和４７年１２月２１日 

 

２ ご利用施設 

施 設 の 種 類 

 

指定短期入所生活介護事業所 

平成１２年４月１日北海道指定 第０１７０５００１６９号 

施 設 の 名 称 和幸園短期入所生活介護事業所 

施設の 所在地 札幌市南区石山９３２番地３ 

施 設 長 氏 名 星野 八重子 

開 設 年 月 日 昭和５０年１１月２５日 

入 所 定 員 １９人 

電 話 番 号 ０１１－５９１－５２１０ 

F A X 番 号 ０１１－５９１－５２３１ 

 

３ 事業の目的と運営方針 

基 本 理 念 利用者の「健やかな生活」の実現のため、心をこめた福祉サービスの

提供を全力で実行します。 

事 業 の 目 的 要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適切なユニット型短

期入所生活介護サービスを提供します。 

施設の運営方針 要介護状態等にある高齢者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活

上の介護及び機能訓練を行い、利用者の心身の機能の維持並びに

利用者の家族の身体的負担の軽減を図るよう努めます。 
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４ 施設の概要 

 

（１）建物・敷地 

建 物 の 構 造 鉄筋コンクリート造４階建（一部地下１階） 

建物の延床面積 ６，７７２．６８㎡ 

敷 地 の 面 積 ６，６６７．５７㎡ 

 

（２）居室 

 室   数 一人あたり面積 備 考 

居   室① １８室 １２．３７㎡ ユニット型個室 

居   室② ２室 １２．６０㎡ 〃 

合   計 ２０室  

 

（３）主な設備 

設備の種類 室数・数 各 面 積 備    考 

共 同 生 活 室 

（ 食 堂 ） 

２室 ５４．５０㎡  

共 同 生 活 室 

（談話コーナー） 

２室 ４０．３３㎡  

キ ッ チ ン ２ヶ所 １１．９２㎡  

機 能 訓 練 室 １室 ６８．８０㎡ 併設施設内 

浴室（脱衣室付） ２室 ―  内リフト付個浴槽１ヶ所 

機 械 浴 室 

（ 脱 衣 室 付 ） 
１室 ―  機械浴槽１基 

ト イ レ １０ヶ所 ―  内脱衣室内２ヶ所 

医 務 室 １室 ―  併設施設内 

相 談 室 １室 ―  併設施設内 

娯 楽 室 １室 ２１．９２㎡ 併設施設内 

多目的スペース 

（ 会議室含む ） 
１室 １３７．７６㎡ 

 

家 族 室 １室 ―  併設施設内 

ボランテ ィア室 １室 ―  併設施設内 
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５ 職員の配置（主な職種）                           令和 7年 4月 1日現在 

 

 

 

６ 職員の勤務体制 

職  種 標 準 的 な 勤 務 体 制 

施 設 長 

生 活 相 談 員 

機 能 訓 練 士 

管 理 栄 養 士 

日 勤 ９：００～１８：００  

介 護 職 員 

超早番 

早 番 

日 勤 

日勤 2 

遅 番 

準夜勤 

深夜勤 

７：３０～１６：３０ 

８：００～１７：００ 

９：００～１８：００ 

１０：３０～１９：３０ 

１１：３０～２０：３０ 

１３：５５～２２：５５ 

２２：４５～ ７：４５ 

 

 

 

 

 

 

看  護  職 員 

早 番     ８：００～１７：００ 

日 勤     ９：００～１８：００ 

遅 番    １０：３０～１９：３０ 

 

夜間はオンコール体制 

医 師 毎週水曜日、定山渓病院委託医師による往診 

 

 

 

 

 

職      種 

 

員 

 

数 

左 の 区 分  

備   考 

 

常 勤 非常勤 

専従 兼務 専従 兼務 

施設長（管理者） 1 １     

生活相談員 5 2 3    

介護支援専門員 3  3    

介護職員 108 71 1 36   

看護師 9 2 1 1   

機能訓練士 2 2 0    

医師（配置医師） 2    2 定山渓病院委託医師 

管理栄養士 3 １  1   

事務員、管理員 8 7  1   
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７ 施設サービスの概要 

（１）介護保険給付対象のサービス 

種   類 内                    容 

短期入所生

活介護計画

（介護予防）

計画 

・短期入所生活介護担当の生活相談員が、居宅サービス計画（ケアプラン）

に沿って、本人に合った短期入所生活介護計画（介護予防）を作成し、可能

な限り自立した充実した生活が送れるように支援をします。 

 

入  浴 

・週２回の入浴を行います。入浴が無理な場合には、清拭を行って清潔 

の保持に努めます。 

 

 

排  泄 

・利用者の身体状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立 

を促すため適切な援助を行います。 

 

機能訓練 

・利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回 

復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 

健康管理 

・看護職員により入居者の健康管理及び療養上のケアを行います。 

・ご契約者の希望する医療機関において診察を受けることができるように、

担当職員が速やかに連絡・調整を行います。 

 

相談・援助 

・利用者及びご家族からのご相談については、担当職員が誠意を持って 

お応えいたしますので、お気軽にお申し付けください。 

（相談窓口）  

主任生活相談員  菊地
き く ち

 英里
え り

   菅原
すがわら

 駿
しゅん

  

日常生活 

上の支援 

・寝たきり防止の為、できる限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うように配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

・利用者が日常生活を少しでも有意義に楽しく過ごしていただくために、年

間を通じて レクリエーション、各種行事を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

 

（２）介護保険給付対象外のサービス 

種  類 内                   容 

食事の提供 管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況及び嗜好を考

慮した食事を提供します。 

（基本食事時間）  

朝 食    ８：００～  昼 食   １２：００～  夕 食   １８：００～ 

居住の提供 

（滞在費） 

滞在するにあたり、利用者が使用する居室・及び設備の提供をします。 

理容・美容 

 

併設施設に理容室を設置していますので、ご希望に応じて理美容サービス

をご利用いただけます。 

生活用品の 

購入代行 

利用者及びご家族が生活用品を購入できない場合、施設が代行して購入

いたします。ご希望の場合は、生活相談員にお申し込みください。 

その他 ・クラブ、レクリエーション活動、私物洗濯（一部実費）、複写物の交付等 

 

（３）利用の中止・変更・追加 

○利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、ユニット型短期入所生活介護サービスの

利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。 

この場合には、サービス実施日の前日までに事業所にお申し出ください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業者の稼動状況により契約者の希望す 

る期間にサービスの提供ができない場合は、他の利用可能な日時を契約者に提示して 

協議します。 
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８ 利用料金 （令和 6年 8月１日改正） 

（１）要介護者利用料金表                        

【保険内料金】・・・ ①  （令和 6年 8月 1日改正）    （１日あたり） 

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

８７１円 ９４９円 １，０３７円 １，１１９円 １，１９９円 

上記料金には、基本単位、夜勤職員配置加算Ⅱ２０円、機能訓練体制加算１４円、 

サービス提供体制加算Ⅱ２０円、介護職員等処遇改善加算Ⅰ （単位合計の１４０／１０００）の 

合計した料金となっております。 

  

【保険外料金】・・・ ② （１日あたり） 

※第１段階～第３段階該当者は介護負担限度額認定証指定の金額となります 

 食費（３食） 滞在費 保険外 計 

第１段階 ３００円  ８８０円  １，１８０円  

第２段階 ６００円  ８８０円  １，４８０円  

第３段階 １，０００円  １，３７０円  ２，３７０円  

第３段階② １，３００円  １，３７０円  ２，６７０円  

上記以外の方 １，４４５円  ２，０６６円  ３，５１１円  

  

 （開始日・終了日） 

 
朝食のみ 昼食のみ 夕食のみ 朝食+昼食 昼食+夕食 

朝食+ 

昼食+夕食 

第１段階 ３００円 

第２段階 ４４５円 ５００円 ５００円 ６００円 ６００円 ６００円 

第３段階 ４４５円 ５００円 ５００円 ９４５円 １，０００円 １，０００円 

第３段階② ４４５円 ５００円 ５００円 ９４５円 １，０００円 １，３００円 

上記以外の方 ４４５円 ５００円 ５００円 ９４５円 １，０００円 １，４４５円 

   ※、利用開始日・終了日は食事した分だけ請求させていただきます 

 

（備考） 

朝 食 昼 食 夕 食 

４４５円 ５００円 ５００円 

 

 

【合計金額】 ・・・①＋② （令和 6年 8月 1日改正）   （１日あたり） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

第１段階 ２，０５１円 ２，１２９円 ２，２１７円 ２，２９９円 ２，３７９円 

第２段階 ２，３５１円 ２，４２９円 ２，５１７円 ２，５９９円 ２，６７９円 

第３段階 ３，２４１円 ３，３１９円 ３，４０７円 ３，４８９円 ３，５６９円 

第３段階② ３，５４１円 ３，６１９円 ３，７０７円 ３，７８９円 ３，８６９円 

上記以外の方 ４，３８２円 ４，４６０円 ４，５４８円 ４，６３０円 ４，７１０円 
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  【該当者のみ】  

利用者負担２割の利用料金表 （令和 6年 8月 1日改正）    （１日あたり） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

第 4段階以上の方 ５，２５０円 ５，４０６円 ５，５８１円 ５，７４６円 ５，９０５円 

合計金額 … 保険内料金①×２ ＋ 保険外料金② 

 

 

【該当者のみ】 

利用者負担３割の利用料金表  （令和 6年 8月 1日改正）   （１日あたり） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

第 4段階以上の方 ６，１１７円 ６，３５２円 ６，６１５円 ６，８６２円 ７，１００円 

合計金額 … 保険内料金①×３ ＋ 保険外料金② 

 

 

 

 

【その他の加算】 必要に応じて加算されます （１日あたり）  1割負担の場合 

送迎加算     ２１１円 （１回） 

療養食加算 １０円（１回）、１８円（２回）、２８円（１日） 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２２９円 

若年性認知症受入加算 １３６円 

緊急短期入所受入加算  １０２円 

認知症専門ケア加算Ⅰ  ３円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）～（Ⅱ） １２～１１５円/月 
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（２）要支援者利用料金表   

【保険内料金】・・・①  （令和 6年 8月 1日改正）     （１日あたり） 

要支援１ 要支援２ 

６４８円 ７９５円 

上記料金には、基本単位、サービス提供体制加算Ⅱ２０円、機能訓練体制加算１４円、 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ （単位合計の１４０／１０００）の合計した料金となっております。 

 

 

【保険外料金】・・・② （１日あたり） 

※第１段階～第３段階該当者は介護負担限度額認定証指定の金額となります 

 食費（３食） 滞在費 保険外計② 

第１段階 ３００円  ８８０円  １，１８０円  

第２段階 ６００円  ８８０円  １，４８０円  

第３段階 １，０００円  １，３７０円  ２，３７０円  

第３段階② １，３００円  １，３７０円  ２，６７０円  

上記以外の方 １，４４５円  ２，０６６円  ３，５１１円  

 

  （開始日・終了日） 

 
朝食のみ 昼食のみ 夕食のみ 朝食+昼食 昼食+夕食 

朝食+ 

昼食+夕食 

第１段階 ３００円 

第２段階 ４４５円 ５００円 ５００円 ６００円 ６００円 ６００円 

第３段階 ４４５円 ５００円 ５００円 ９４５円 １，０００円 １，０００円 

第３段階② ４４５円 ５００円 ５００円 ９４５円 １，０００円 １，３００円 

上記以外の方 ４４５円 ５００円 ５００円 ９４５円 １，０００円 １，４４５円 

   ※、利用開始日・終了日は食事した分だけ請求させていただきます 

 

（備考） 

朝食 昼食 夕食 

４４５円 ５００円 ５００円 

 

 

【合計金額】・・・①＋② （令和 6年 8月 1日改正）   （１日あたり） 

 要支援１ 要支援２ 

第１段階 １， ８２８円 １，９７５円 

第２段階 ２，１２８円 ２，２７５円 

第３段階 ３，０１８円 ３，１６５円 

第３段階② ３，３１８円 ３，４６５円 

上記以外の方 ４，１５９円 ４，３０６円 
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  【該当者のみ】 

利用者負担２割の利用料金表  （令和 6年 8月 1日改正）   （１日あたり） 

 要支援１ 要支援２ 

第４段階以上の方 ４，８０４円 ５，０９９円 

合計金額 … 保険内料金①×２ ＋ 保険外料金② 

 

 

【該当者のみ】 

利用者負担３割の利用料金表 （令和 6年 8月 1日改正）    （１日あたり） 

 要支援１ 要支援２ 

第４段階以上の方 ５，４４９円 ５，８９２円 

合計金額 … 保険内料金①×３ ＋ 保険外料金② 

 

 

 

 

 

【その他の加算】 必要に応じて加算されます （１日あたり）  1割負担の場合 

送迎加算     ２１１円 （１回） 

療養食加算 １０円（１回）、１８円（２回）、２８円（１日） 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２２９円 

若年性認知症受入加算 １３６円 

認知症専門ケア加算Ⅰ  ３円 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ）～（Ⅱ） １２～１１５円/月 
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（3）介護保険対象外のサービスと利用料金 

種   類 内                   容 

食事の提供に要する費用 

（食材料費及び調理費） 

ご契約者に提供する食事にかかる費用です。 

通常１日 １,４４５円（第４段階） 

第 1段階 ３００円 、第２段階 ６００円  

第３段階 １，０００円、第３段階② １，３００円 

※医師の指示のもと糖尿食等の療養食を提供する場合には、

療養食加算として１食分に対しその金額が追加されます。 

居住の提供に要する費用 

（室料及び光熱水費） 

通常 1日  

第１・２段階     ８８０円 

第３段階     １，３７０円 

上記以外の方  ２，０６６円 

お や つ 代 個人の嗜好に合わせたおやつ、飲料品費（お茶を除く） 

 1日 150円 

理 容 カットをすることができます。 

 

日 用 品 の 提 供 ・施設が利用者に一律に提供するもの 

・利用者の希望によって施設が提供するもの 

無料 

実費 

※日用品とは：シャンプー、ボディーソープ、タオル等 

私 物 の 洗 濯 ・衣類等の洗濯 無料 

ク ラ ブ 活 動 利用者の指定する材料購入費            実費 

生 活 用 品 の 購 入 代 行 生活用品の購入に要した金額             実費 

嗜 好 等 に 係 る 経 費 利用者の希望による嗜好品等             実費 

☆負担限度額認定（食費・滞在費）を受けている場合は、認定証に上記金額のいずれかが記

載されており、記載されている金額が負担額となります。認定を受けていない場合は、通常

の金額（食費１，４４５円・滞在費２，０６６円）が負担額になります。 
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９ 相談の受付 

当施設におけるご相談は以下で受け付けます。 

      （相談担当）   主任生活相談員  菊地 英里  菅原 駿 

      （受付時間）   午前９時００分～午後６時００分 

      （電話番号）   ０１１－５９１－５２１０ 

 

１０ やむを得ず身体拘束行う場合 

  和幸園では身体拘束を禁止しておりますが、生命の危険など、やむを得ず拘束を行う場合には、

以下の３つの要件をすべて満たすことが必要です。 

その場合は、「虐待防止委員会」等のチームで検討委員会を開催し検討し記録します。 

利用者本人又は家族に説明、同意をいただきます。定期的に見直し、経過報告を行います。 

【切迫性】利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い

こと 

【非代替性】身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと 

【一時性】身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること 

 

 

１１ 苦情処理の体制及び手順 

当施設における苦情については、苦情受付担当者、苦情解決責任者及び苦情解決第三者委

員を置き、ご利用者並びにご家族様からの苦情に適切に対応いたします。 

  ○苦情受付担当者 

氏       名 職        務       等 

菊地 英里 主任生活相談員 

菅原 駿 主任生活相談員 

 

○苦情解決責任者 

氏名 職務等 

平松 朋紀 常務理事、法人事務局長 

星野 八重子 和幸園施設長 

五十嵐 敦子 グリンハイム施設長 

 

○苦情解決第三者委員 

氏        名 職        務       等 連 絡 先 

吉山 直子 石山まちづくりセンター所長 
０１１－５９１－８７３４ 

（石山まちづくりセンター） 

伊藤 新一郎 北星学園大学社会福祉学部准教授 
０１１－８９１－２７３１ 

内線1607（北星学園大学） 
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＜苦情解決の方法＞ 

（1） 苦情の受付 

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 

（2） 苦情受付の報告・確認 

      苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と苦情解決第三者委員に報告いたし

ます。 

（3） 苦情解決のための話し合い 

     苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その際、 苦情

申出人は、苦情解決第三者委員の助言や立会いを求めることができます。 

（4） 苦情が解決できない場合 

     本事業者で解決できない苦情は、下記の相談窓口に申し立てることができます。 

○北海道国民健康保険団体連合会・苦情係     

 ０１１－２３１－５１６１ 

○札幌市役所 保健福祉局 高齢保健福祉部 介護保険課 

０１１－２１１－２５４７ 

 

１２ 利用料金等のお支払い方法 

利用料金・諸費用は１か月ごとに計算しご請求いたしますので、以下のいずれかの方法でお

支払いください。 

支払区分 支払期限 支   払   方   法 

銀行口座振替 翌月２７日 
金融機関口座から自動引き落とし 

当日が土曜、日曜、祝日などの場合は翌営業日とします。 

銀 行 振 込 翌月２７日 

下記指定銀行口座への振り込み 

   北洋銀行  真駒内中央支店   普通預金 ３３５８９７１ 

   社会福祉法人北海道ハピニス 理事長  石川 由男 

 

１３ 利用の中止・変更・追加 

利用予定日の前日までにお申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、

取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約者の体調不良等、

正当な事由がある場合はこの限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の自己負担相当額 
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令和    年    月    日 

 

 

ユニット型短期入所生活介護(ユニット型介護予防短期入所生活介護)サービスの提供開始に際し 

本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

 

特別養護老人ホーム  和幸園 

説明者職名   生活相談員 

 

氏    名                               印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、ユニット型短期入所生活介護(ユニッ

ト型介護予防短期入所生活介護)サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

契約者     住       所  札幌市 

 

         氏       名                             印 

 

電 話 番 号   （        ）          － 

 

 

家族代表   住       所          

（連帯保証人） 

         氏       名                      印 

 

続       柄 

 

電 話 番 号   （        ）          － 

 

 

連帯保証人 住       所 

 

         氏       名                             印 

 

続       柄 

 

電 話 番 号   （        ）          － 


